
２．１８年度における三事業

年度における三事業については、以下のように分類される（ ）18 （ ）は 年度予算額18

（１） 年度に目標設定した事業【 事業 （ 億円）17 142 3,640】
※独立行政法人への交付金による事業の再掲分含む。

（２）目標未設定の事業等

ア 年度新規事業【 事業 （ 億円）18 21 40】

イ 上記以外の事業

① ８千万円以上の事業【 事業 （ 億円）11 155】

② ８千万円未満の事業【 事業 （ 億円）53 11】

ウ その他（システム経費、その他事務費及び経過措置 （ 億円）） 227

３．事業見直し方針
２に掲げる事業の見直しに当たっては、以下の方針で精査することとした。

（１）２（１ （17年度に目標設定した事業）及び２（２）イ①（8千万円以上で目標未設定事業））
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